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　国民年金保険料は、所得税および住民税の

申告において、その年の1月1日から12月31

日までに納付した保険料全額が社会保険料控

除の対象となります。

　また、ご家族の保険料を納付された場合

も、ご本人の社会保険料控除に加えることが

できます。

　なお、控除を受けるためには、年末調整や

書面で確定申告をする際に、日本年金機構か

ら送られてくる「社会保険料（国民年金保険

料）控除証明書」または「領収証書」を添付

する必要があります。

▪控除証明書が届く時期は？

①�令和4年1月1日から9月30日の期間に国民

年金保険料を納付している場合

　➡11月上旬

②�10月1日から12月31日の期間に今年初め

て国民年金保険料を納付した場合

　➡令和5年2月上旬

※ 年末調整や確定申告をするときに控除証明

書が届いていない場合は、その期間の領収

証書を添付してください。

▪問合せ

・ねんきん加入者ダイヤル

　（☎0570-003-004）

・北見年金事務所（☎33-6007）

　�音声案内にしたがって、電話機の②を押し

たあと②を押してください。

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が発行されます

北見年金事務所へ行く際は、
前日までに電話予約を！

不審者、不審車両に注意

北見警察署訓子府駐在所

訓子府町・防犯協会

　9 月下旬に町内で、駐車中の車両のタイヤに複数の画びょうが打ち込

まれる事案が発生しました。このような悪質な行為を防ぐために、不審

者や不審な車両を見掛けたときは警察に連絡しましょう。

　「冬の交通安全運動」が実施されます。これからの時期は、朝晩の気温の低下により日陰や橋の上、

トンネルの出入口は凍結路面となっていることもあります。

　スリップ事故防止のため早めにタイヤを交換し、天候や路面状況に応じてスピードを抑えた運転

を心掛けましょう。

▪重点目標

�・子ども、高齢者をはじめとする歩行者の安全確保

�・スリップ事故の防止と全席シートベルト着用

�・飲酒運転の根絶

冬の交通安全運動　11 月 13 日㈰～ 22 日㈫

交通安全推進委員会・北見警察署訓子府駐在所・交通安全協会

　マイナンバーカードの申請サポートを実施しますので、ぜひこの機会に申請してみませんか。

⃝開設日　

�・平日開設（祝日を除く月曜日～金曜日）　8時 45分～ 17時 30 分（受け付け 17時まで）

�・夜間開設　11月 9日㈬ 17 時 30 分～ 20時 30 分（受け付け 20時まで）

�・休日開設　11月 20 日㈰ 9 時 30 分～ 15時 30 分（受け付け 15時まで）

⃝�ところ　町民課窓口

※ 顔写真を撮影しますので、ご本人がお越しください。

⃝マイナンバーカードの取得方法

　 オンライン申請用 QR 付きマイナンバーカード交付申請書を使ってスマートフォンまたはパソコ

ン、証明用写真機、郵送のいずれかの方法により簡単に申請することができます。

　�申請方法が分からない方には無料で顔写真を撮影するなどのマイナンバーカードの申請サポート

をしますので、希望される方は上記の日程で町民課窓口までお越しください。

マイナンバーカード申請サポートを実施

▪問合せ

�・マイナンバー総合フリーダイヤル（☎ 0120-95-0178）

※音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

　（マイナンバーカード：1 番、マイナポイント：5 番、公金受取口座登録：6 番）

�・町民課戸籍年金係（☎ 47-2203　役場 1 階 窓口 1 番）

マイナポイント第 2 弾　カードの申請期限が 12 月末まで延長！

　マイナポイントを受け取ることができるマイナンバーカードの申請期限が 9 月末から 12 月末ま

で延長されました。令和 4 年 12 月末までにマイナンバーカードを申請した方は、マイナポイント

を受け取ることができます。

　マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカードを使って、令和 5 年 2 月末までにマイナポ

イントの申し込みを行う必要があります。

　お手持ちのスマートフォンやパソコンから申し込みできますが、町民課窓口でもマイナポイント

の申し込みを受け付けています。

　マイナンバーカード、数字 4桁の暗証番号、ポイント受け取りに使用するキャッシュレス決済サー

ビスのカードなどをお持ちください。公金受取口座の登録をされる方は本人名義の預貯金口座もお

持ちください。

　町民主体のまちづくりの実現に向けて、町民の皆さんの意

見をまちづくりに反映させることを目的に実施しています

「まちづくり推進会議」を開催します。どなたでも傍聴でき

ますので、ぜひご来場ください。

⃝と　き　11月 9日㈬ 19 時

⃝ところ　町公民館多目的ホール

⃝主な内容（予定）　まちの魅力向上について③（仮）

第 10 回まちづくり推進会議を開催

▪問合せ　企画財政課企画係（☎ 47-2115　役場 2 階 窓口 12 番）


